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消費者行政充実ネットちばの「千葉県消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業」で選定された「市町村消費者行政活性化シ

ンポジウム」第２弾として富里市との共催でシンポジウムが行われました。沢山の方の参加を頂いた充実したものとなりました。 
 

 

 

 

 

 

河野 代表幹事 開会挨拶  
 

 

 

 

 

 

 

 

富里市市長 相川堅治様よりご挨拶 
 

 

 

 

 

 

 

基調講演「悪質商法被害の予防・救済と地方消費者行政の役割 事務局長 拝師弁護士 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県の消費者行政について 県民生活課消費者行政推進室 吉田室長 
 

 

 

 

 

 

 

 

富里市における消費者行政について 産業経済課商工観光室 平野室長 
 

 

 

 

 

 

 

 

安心な消費生活のためののシンポジウムｉｎ富里 
～一緒に考えよう！消費者被害のない富里市～ 

                  千葉県消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業 

平成２３年１月２２日（土） ラディソンホテル成田 

受付風景 

「安心な消費生活のためのシンポジウムｉｎ富里 一緒に考

えよう！消費者被害のない富里市」を開催致します。私、本日

進行を務めます千葉県生活協同組合連合会の中井と申します。 

消費者庁ができ、一応消費者行政の国の中心ができた訳です。しかし県なり市

町村こうした所で消費者の我々がどこまで守られているだろうか。と微力なが

ら千葉県の協力ご理解を頂きまして各市町村に働きかけましたところ、幾つか

の市町村でご同意を得まして昨年夏あたりからこうした事をしております。 

１２月には旭市さんで同様のシンポジウム、館山市さんでは市民の方の協力を

得まして訪問販売被害撲滅キャンペーンを行いました。今回、富里市さんから

お話を頂き去年の秋から皆さんの協力で準備させて頂いて今日に至りました。 

・・・市民の皆さんが安全で安心な生活をおくるという事は私にとって願いであります

し、やらなければならないことの一つでございます。昨年度の市内における消費者被害

金額が１億円を超えると聞きまして、非常につらい思いをした人たちを救えなかった、

そのことが真に残念であります。市民の皆さん方とともにこの問題について考えていき

たいと思います。限られた時間でのシンポジウムではありますが意義あるものになると

思っております。 

身近なところに信頼できる相談窓口がある、きちんと消費者教育、消費者啓発を住民の立場でやると

いうのが市町村に期待されている役割だし強みなんですね。住民への行き届いたワンストップサービ

スが実現できること同じ役所の中でいろんな機能を一括して持っているというのが市町村の強みです

よね。私達に何ができるか提案ですけれども、自分の地域の消費者行政がどうなっているのかをチェ

ックしてみる。住民どうし話し合いをして首長さんにもっていく。地元の費者団体、市民団体、自治

会等が連携して被害の掘り起こし、消費者啓発、消費者行政充実のための活動に取り組む。・・・ 

・・・本日のシンポジウム、消費生活の安定および向上に向けての県民提案事業、、県民

の方々消費者団体の方々から提言いただいたものを県の委託事業として実現させていた

だいているものでございます。消費者被害の未然防止ですとか拡大防止については住民

の身近なところでの相談窓口というのが非常に大切になります。県としましても今後と

も市町村と連携しながら充実強化をはかっていきたいと思います 

当市における消費生活相談の実施につきましては、平成１０年度から平成１７年度までの

期間は週２日の開催。当時の相談件数と致しましては、だいたい年２００件程度。また、

平成１８年度から平成２０年度までは週３回の開催、平成２１年４月から週４回というこ

とで現在の相談体制で行っております。やはり相談日が増えますと、当然、相談の件数も

増える。昨年度の相談件数については資料にございますのであとでご覧下さい。・・・ 

受付風景 
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富里市における消費者被害の実情（相談事例） 富里市消費生活相談員 横岡氏 桐原氏 渡辺氏 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 パネルディスカッション  一緒に考えよう！消費者被害のない富里市 

 消費者行政充実ネットちば代表幹事 前野春枝 

・富里市社会福祉協議会 永堀清子さん 

・富里市区長会会長 高沢忠彦さん 

・民生委員児童委員協議会 宮川朱実さん 

・富里市の消費生活相談員 脇田みどりさん 

・富里市教育委員会委員長 河田厚子さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提言 富里市消費者行政推進シンポジウム実行委員会 中野善敦委員長 

        

１．消費者センターの相談体制を強化すること 

２．相談窓口である「消費者センター」の周知の工夫をすること 

３．行政内の連携並びに関係機関・関係団体との連携を確立し 

４．消費者教育を推進すること 

 
         ※会場言でクレジットの現金化の質問があり、前野さんが回答されましたが紙面の都合で省略させて頂きました。 

現在、区長会には富里の中の７６の自治会、これが１万２２３３世帯、富里全体の世帯数が約２万でございまして、約

５５パーセントの世帯が区長会に加入している。区長会に加入していない自治会というのが３２ございますが、実際カ

バーしているのが全体の６割弱なんです。実際には回覧とか市の情報網からもれているのが非常に多いというこの事実

を、消費者被害をどうなくすかというポイントになります。 

消費者被害の背景は孤立化、無縁化と言われる社会の背景があると思います。何らかの形で歯止めが必要です。 

協働という考えで取り組んでいかなければ、行政サービスにはもう限界がある。昨年、協働のまちづくり条例ができ今

年実行計画を作っております。消費者行政を勧める為には行政が動きやすいように条例を作る必要もある（高澤さん） 

認知症、知的障害者、精神障害者、この３者は意外と悪質商法にひっかかりやすい利用者さんです。それぞれ違うんですけれ

ども、なぜか共通してひっかかる障害の方です。かなかうまく断れないのが３つの障害を持った方なのかなと思っております。 

社会福祉協議会に心配ごと相談が毎週金曜日にあるんですね。オールマイティーに民生委員さんがやってくれている相談です。

そういうところに相談していただければ、いろんなところにつなげるんではないかなと思いますし、地域でネットワークもつ

くれればと思っております。（永堀さん） 

民生委員は厚生労働大臣から委嘱される制度ボランティアです。地域の皆さんの暮らしを支援する仕事をしています。係わった

知的障害の家族のかたの消費者被害には本当に大変な思いをしました。 

ある高齢の一人暮らしのご婦人は息子さんが毎週来て力仕事をしてくれる、朝晩大丈夫かと電話してくれると話していました。家

族でなくても近所の方が一声かけてくれるような運動が、お金をかけなくてもできるので広がってくれればと思います。防災無線

やメールなどで情報提供される仕組みがあったらいいと思います。（宮川さん） 

消費者センターに相談が入った時どのように一緒に解決していくのかお話しします。相談は無料、秘密は守られます。

話を整理してお聞きし助言するだけでご自分で解決できる場合もありますし、相談者に業者宛てに文書を出していただ

いて間に入ってお話合いのお手伝いをさせて頂いております。ネットワークを使い専門知識が必要な場合は専門機関の

助言を得ながら解決に向けてお手伝いをさせて頂いております。 

消費者トラブルも体の治療と同じ、早期発見、早期解決が大事。同時に予防という意味での消費者教育も大事です。そ

のためにはセンターを充実しなければなりません。（脇田） 

具体的な被害というのは保護者や生徒から直接学校や先生に相談されると言う事ではありません。むしろ学校には隠し

たいという保護者や生徒が多いと思います。産業経済課と教育委員会は協力して、携帯電話に関する啓発リーフレット

を作ったりというパイプがあります。これからますますこのパイプを太くして、消費生活センターに入る情報などはす

みやかに学校教育課、教育委員会に連絡を頂いて、保護者に流して未然に被害を防ぐということでこれからも進めてい

きたいと思います。（河田さん） 

 
会場発言にもありましたように、協働してネットワークを作っ

ていこう、さらに条例もできたらいいね。消費者センターの広

報活動、皆さんに周知していかなければならない。今日のシン

ポジウムが第一歩､スタート台だと皆さん思っていらっしゃい

ますよね。 

各団体が頑張っているけれども早急にネッ

トワークづくりを進めて頂き情報の共有と

市民への提供をお願いしたい。（会場発言の

民生委員さん） 

 

今年度１２月までに受けた相談は２３２件。一

番多かったのは、運輸通信サービス。インター

ネットとかケータイ、このサイトでですね。思

わぬトラブルを起こす、お金を請求されるとい

うことが頻繁におきております。 

どうぞみなさん甘い言葉にのらないでください。 

最近問題の着物や貴金属の買い取り業者とのやり

取りを自ら体験してみました。なかなか断れない、

帰ってもらえない。相談者の皆さんの気持ちが良く

わかりました。 

 
電話がかかってきて断ることができないものはそれで会った

ら断ることができません。いろんなことがあって契約してしま

って困ったなあと思ったら、ぜひ木曜日を除く月曜から金曜ま

でセンター開設しておりますので、ぜひご相談していただけた

らと思います。 

委員長から提言を受取る相川市長 

 


